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○
消
防
庁
告
示
第

号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
消
防
庁

告
示
第
二
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年

月

日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

畜
舎
等
に
係
る
基
準
の
特
例
の
細
目

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す

三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
に
規
定
す
る
畜
舎
等
に
係
る
基
準
の

る
畜
舎
等
に
係
る
基
準
の
特
例
の
細
目
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

特
例
の
細
目
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

特
例
を
適
用
す
る
畜
舎
等

第
二

［
同
上
］

一

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が

一

［
同
上
］

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［

略
］

［

同
上
］

(一)

(一)

居
室
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
を
い

居
室
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
を
い

(二)

(二)

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
存
す
る
場
合
は
、
当
該
居
室
が
畜
産
経
営
に
関
す
る
執
務
又
は
作
業
（
軽
微
な
も

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
存
す
る
場
合
は
、
当
該
居
室
が
畜
産
経
営
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
畜
産
経
営
に

の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら

関
す
る
執
務
又
は
飼
料
、
敷
料
若
し
く
は
農
業
用
機
械
の
保
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
の

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

使
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ

る
こ
と
。

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
防
火
上
支
障
が
な
い
物
資
及
び
車
両
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定

［
新
設
］

め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

か
ら

ま
で
の
物
資
及
び

の
車
両
を
同
一
の
保
管
庫

(一)

(七)

(八)

に
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
を
間
仕
切
壁
又
は
戸
に
よ
っ
て
隔
て
て
保
管
す
る
こ
と
。

飼
料

(一)

敷
料

(二)

飼
育
ケ
ー
ジ
、
動
物
用
医
薬
品
そ
の
他
の
家
畜
の
飼
養
管
理
に
必
要
な
も
の

(三)

肥
料
、
農
薬
そ
の
他
の
飼
料
の
生
産
に
必
要
な
も
の

(四)

も
み
殻
、
お
が
く
ず
そ
の
他
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
に
必
要
な
も
の

(五)

消
毒
薬
、
消
毒
設
備
（
消
毒
薬
噴
霧
装
置
、
消
毒
マ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
設
備
を
い
う
。
）

(六)
そ
の
他
の
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
予
防
又
は
ま
ん
延
防
止
に
必
要
な
も
の

畜
舎
等
又
は
そ
の
設
備
の
維
持
に
必
要
な
資
材
又
は
工
具

(七)

農
業
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
そ
の
他
の
畜
産
経
営
に
必
要
な
車
両

(八)

の
車
両
の
燃
料
（
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
九
条
の
四
に
定
め
る
指
定
数

(九)

(八)
量
の
五
分
の
一
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
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の
車
両
の
修
理
又
は
整
備
に
必
要
な
部
品
又
は
機
械
器
具

(十)

(八)

(

十
一

の
車
両
に
け
ん
引
さ
れ
る
農
業
用
機
械
器
具

(八)

)

第
三

畜
舎
等
に
係
る
消
防
用
設
備
等
の
技
術
上
の
基
準
の
特
例
の
細
目

第
三

［
同
上
］

一

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

一

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
令
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

項
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(一)

(二)

(一)

(二)

二

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
六
条
第
六
項
第
一
号
の
消
防
庁
長

二

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
六
条
第
六
項
第
一
号
の
消
防
庁
長

官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
又
は
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
若
し
く
は
保
管
の
用
に
供
す
る
部
分

官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
又
は
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
若
し
く
は
保
管
の
用
に
供
す
る
部
分

と
す
る
。

と
す
る
。

三

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
四
条
第
五
号
ニ
及
び
第
二
十

三

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
四
条
第
五
号
ニ
及
び
第
二
十

五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
部
分

五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
専
ら
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
部
分

（
当
該
部
分
に
面
す
る
通
路
の
用
に
供
す
る
部
分
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
当
該
部
分
に
面
す
る
通
路
の
用
に
供
す
る
部
分
を
含
む
。
）
と
す
る
。

四

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

四

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
み
替
え
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
次
に
定
め
る
構
造
を
有

ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
項
第
三
号
ロ
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
部
分
は
、
次
に
定
め
る
構
造
を
有

す
る
畜
舎
等
の
う
ち
、
常
時
人
が
立
ち
入
ら
な
い
部
分
と
す
る
。

す
る
畜
舎
等
の
う
ち
、
常
時
人
が
立
ち
入
ら
な
い
部
分
と
す
る
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(一)

(二)

(一)

(二)

五

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
六
項
の
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準

五

規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
の
延
焼
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(一)

(三)

(一)

(三)

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




